
 

                           議案第３３号 

 

千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱の制定について 

 

教育総務課 

 

 

千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年２月 18日提出 

千曲市教育長 小松 信美 



 
    条例、規則等制定提案理由書    資料№ 

 
Ｐ     

条例、規則等の名称   千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱 

制 定 区 分       

（該当字句を 

 ○で囲む） 

 

制定する根拠 

及びその内容 

（法令、準則等 

 の名称） 

・信州型フリースクール認証制度 実施要項（長野県） 

・信州型フリースクール運営事業補助金交付要項（長野県） 

 

 提案理由 

 

令和６年４月に長野県は「信州型フリースクール認証制度」を創設した。 

認証制度の目的は、フリースクール等民間施設は、増加する不登校児童生徒等に対する多様

な学びの場の確保のために重要な役割を果たしているが、運営基盤が脆弱なこと等の課題を抱

えているため、基準等に合致する施設を県が認証し、活動に要する経費に対し県が補助金を交

付して支援を行うもの。 

フリースクール等に対する支援については、県は施設運営事業者への補助を行うため、市町

村は施設の利用者に対する補助の検討を依頼されている。 

 

千曲市においても、不登校児童生徒数は増加傾向にあり、フリースクール等民間施設を利用

する児童生徒も増えている。 

不登校児童生徒等が多様な学びの場へ通うことを支援するため、本補助金を創設し、信州型

フリースクール認証制度の認証を受けた施設に通う児童生徒に対し利用料の補助を行う。 

 

新  規     一部改正     全部改正 
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千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因・背景により、

登校しない又はしたくともできない状況にある義務教育段階の児童生徒（以下「不登校

児童生徒」という。）が、多様な学びの場へ通うことを支援するため、県が実施する信

州型フリースクール認証制度実施要綱により認証を受けた施設（以下「フリースクール

等」という。）の利用に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにつ

いて、千曲市補助金等交付規則（平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となるもの者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であっ

て、市内に住所を有する者 

(2) 原則として在籍校の課業時間にフリースクール等に通っている者 

２ 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者の保護者（以下「保護者」とい

う。）で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 補助対象者の通うフリースクール等の利用料を負担している者 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、フリースクール

等を利用するために保護者が負担した利用料（フリースクール等が利用者から月ごとに

徴収する費用をいい、入会金、教材費、交通費その他市長が別に定める費用を除く。）

とする。 

（補助金額及び補助率） 

第４条 補助金の額は、各月分の補助対象経費の合算額（１月当たりの上限額は10,000円。

当該合算額に100円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額）とし、次の各号に

掲げる保護者の区分に、当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。 
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(1) 千曲市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱（平成15年教育委員会告示第10

号）第４条に規定する就学援助を受けている保護者 100分の100 

(2) 前号に掲げる保護者以外の保護者 100分の50 

（補助金交付の申請及び実績報告） 

第５条 保護者のうち補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

千曲市フリースクール等利用者補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号。以下「申

請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(1) 補助対象者が通うフリースクール等の利用料の額が確認できる書類 

(2) 補助対象経費の支払が確認できる資料（フリースクール等が発行した領収書の写し

等） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請書の提出期限は、次の各号に掲げる日までとする。 

(1) ４月１日から９月30日までの利用料に係る申請書の提出期限 10月31日まで 

(2) 10月１日から３月31日までの利用料に係る申請書の提出期限 次年度の４月10日

まで 

３ 前項の規定にかかわらず、申請書を提出期限までに提出できないことについて特別の

理由があると市長が認めるときは、市長が指定する期日までに提出することができる。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を確認した

上、補助金の交付を決定し、千曲市フリースクール等利用者補助金交付決定通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金交付請求） 

第７条 規則第15条に規定する請求書は、千曲市フリースクール等利用者補助金交付請求

書（様式第３号）によるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、第６条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段によ

り補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、当該交付決定の全部または一

部を取り消すことができる。 

２ 前項の場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受け
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た者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



  

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日  

（宛先）千曲市長 

申請者 住  所 

    氏  名 

    電話番号 

 

千曲市フリースクール等利用者補助金交付申請書兼実績報告書 

 

   年度における標記補助金を下記のとおり申請します。 

 （   年 月分 ～   年 月分） 

 

記 

 

児童生徒名  

在籍する学校・学年         学校    学年  組 

利用するフリースクール等名  

補助対象経費 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

・（（  ）月分      円（  ）回利用 

就学援助の有無 □受けている  □受けていない 

 

【同意書】（必須） 

 

私は、千曲市フリースクール等利用者補助金の交付申請に当たり、千曲市教育委員会が、補

助金交付資格の審査を行うため、補助対象者及び保護者に係る住民基本台帳に記録されている

住所、就学援助の認定状況並びに利用するフリースクール等に対して利用状況を確認すること

に同意します。 

保護者署名         

 

【添付書類】 

 （１）補助対象者が通うフリースクール等の利用料の額が確認できる書類 

（２）補助対象経費の支払が確認できる資料（フリースクール等が発行した領収書の写し等） 

 （３）その他市長が必要と認める書類 

 



  

様式第２号(第６条関係) 

 

千曲市フリースクール等利用者補助金交付決定通知書 

 

 

千曲市指令  第   号  

年  月  日  

 

  

                 様 

 

千曲市長             

 

 

     年  月  日付で申請のあった   年度 千曲市フリースクール等利用者補助金

について、次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

補助金交付決定額            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第３号（第７条関係） 

 

年  月  日  

（宛先）千曲市長 

 

申請者 住  所 

    氏  名            ㊞ 

 

 

千曲市フリースクール等利用者補助金交付請求書 

 

 

   年  月  日付千曲市指令第  号で交付決定のあった  年度千曲市フリースクール

等利用者補助金を次のとおり請求します。 

 

交付請求額                        円 

振込口座 

銀行     支店 

金庫     支所 

信組    出張所 

農協  

口座番号  

普通・当座 口座名義 
（カタカナで記入） 

 

 

 


